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内 容

１．日本の地方自治制度
２．指定都市の概要と歴史
３．神戸市の「解剖」

(1)全国20政令市の比較分析
(2)兵庫県内41市町の比較分析
(3)市内９区の比較分析

４．結語 改革の方向性？
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１．日本の地方自治制度：市町村と都道府県
（１）市町村

１）市：地方自治法で要件が規定される。
人口5万以上、中心的市街地に全戸数の6割以上、商工業その他の
都市的な業態に従事する者及びそれと同一世帯に属する者の数が
全人口の6割以上など cf. 人口1万の「市」の存在

２）町：都道府県の条例で規定される。
人口5000以上、中心的市街地に700戸数以上、都市的な業態に従事
する者の数が全人口の6割以上など(北海道の条例)

３）村：基礎自治体の中で市町以外の地方自治体
村のない県：13県
東京都と大阪府の「村」

4

移行後に社会経済的な実態が失われたとして
も、「降格」はない・・・。



（２）都 道 府 県
〇「曖昧な性格」の時代：官選知事による自治

1871(明治4)年：廃藩置県 3府302県
1890(明治23)年：府県制の公布 (のち道府県制)
1899(明治32)年：道府県制の全面施行(～1947年)
国の出先機関：官選知事、地方官官制(勅令)による規定
自治機関：府県会規則(1878年)、法人格の獲得(1899年)、

府県会議員の男子普通選挙制(1926年)、条例制定権(1929年)
府県参事会：知事と府県高等官および府県会議員の中から選出された

名誉職参事会員で構成され、府県運営を担う。
〇完全な地方自治体の時代：公選知事

1946(昭和21)年：道府県制の改正
1947(昭和22)年：統一地方選挙での府県知事(北海道庁長官)の直接公選制
同年：日本国憲法及び地方自治法の施行による完全な自治体化

〇東京都の特殊性：東京府と東京市の垂直合併(1943年) 首都防衛
23区内への都による上下水道や消防サーヴィスの供給
警視庁と東京都消防庁の特殊性
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２．指定都市の概要と歴史
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（1）大都市制度：政令指定都市、中核市、施行時特例市

人口要件と申請主義
地方自治法の定める人口要件を満たした市が政府に申請した場合、特例として道府県の権能が付与される。

⇒人口要件を満たしたからといって自動的に特例措置が講じられるわけではない。
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（２）権能の「入れ子」構造

マトリョーシカ

概して、警察行政の権能があるかどうかで都道府県と政令市は異なり、義務教育の教員人事に関する権能があるかどうかで政令市と中核市は
異なり、保健所行政の権能があるかどうかで中核市とそれ以外は異なると言える。



（３）指定都市の分布
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（４）政令指定都市における「区による行政」
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下京区役所(京都市)

目黒区役所(東京都)

中央区役所(大阪市)



（５）指定都市の制度史：「妥協の産物」
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戦前
1888(明治21)年：市制町村制
1889(明治22)年：３市特例公布(東京市、京都市、大阪市)
1898(明治31)年：３市特例廃止
1922(大正11)年：６大市行政監督ニ関スル法律公布

(東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)
1943(昭和18)年：東京都制施行⇒東京市の消滅、５大市行政監督特例の公布

戦後
1947(昭和22)年：地方自治法施行(5月)

＝「特別市」の法制化
＊公選知事を頂く府県の「特別市」への反発

1947年 ：地方自治法改正(12月)
＝府県単位の住民投票

1956(昭和31)年：地方自治法改正
＝政令指定都市(政令市、指定都市)制度の創設、
＝特別市制度の廃止

横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市の旧５大都市の移行(9月)

〇神戸市問題：大戦の被害で
人口100万人を割り込む
状態

⇒人口100万を要件とできない。
〇京都市問題：京都府における

京都市の占める割合の
大きさ

⇒単独で特別市に移行する
ことへの他市の反発



指定都市への移行と人口：「目指すべき高み」へ

11

合併による効率化などの
他の政策目標が大都市
制度の運用に紛れ込む。

結果として・・・

人口要件を満たした市が
権能の拡大を目指して政令
指定都市への移行を目指す
ようになる。

旧五大都市と府県の
「妥協の産物」から

多くの市が「目指すべき
高み」となっていく。

「全国経済の牽引役」としての役割と「周辺地域への地域間再分配役」としての役割とのバランスを
とろうとした形跡はない。

福岡市も当時人口54万人を有して
いたが、当時最大の特別区であった
大田区の人口57万人を下回ったため
に移行はしなかった。



３．神戸市の「解剖」

〇「主成分分析(Principal Component Analysis)」
⇒統計学的に情報をできるだけ落とすことなく
縮約する手法(北村、2013年、69頁)。
⇒「評価の観点(座標)」を抽出する手法

(＊統計学的な説明は割愛)

▶統計ソフトウェアで算出された固有値と寄与率、
因子(主成分)負荷量に着目する。
▶固有値が1以上の主成分を採用し、累積寄与率が
概ね70％以上となっていることを確認して主成分の
解釈を行うことになる。
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北村 亘(2024) 「岐路に立つ政令指定都市：
メガロポリスか衛星都市か」、『中央公論』
2024年2月号、74-81頁。



(1)全国20指定都市の比較分析
2013年と2022年のデータ分析

▶拙著『政令指定都市』(中公新書、2013年)
⇒『大都市にふさわしい行財政制度のあり方についての
報告書』(指定都市市長会事務局、2009年)

＊人口変数、経済変数、行政変数、
情報・文化変数の４つの大括りの変数から、
膨れ上がった指定都市の特徴づけを行う
目的はよくわかる。

＊ただし、「統計的に誤った手法」であり、
「結論ありきの分類」という批判があっても
仕方がない(拙著、67-68頁)。

＊そこで、同じデータを用いて主成分分析を
行って分類した。

▶最新のデータで行うと20市の位置づけは
どうなるのか？ ☞最新データでの記述的統計量 13



▶各成分の解釈
各成分と23変数との関係(符号と数字の大きさ)を
丹念に見ていき、各成分が何を意味しているのか
「解釈」していく。第1成分と第2成分に着目
▶第1成分：昼夜間人口比、年間商品販売額、
上場企業や銀行業などの各種事業所数が多い。
⇒「中枢性」の軸

▶第2成分：人口、製造品出荷額、そして学術
関連変数が多い。
⇒「能力供給性」の軸(＝社会経済的自律性)
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▶３つの成分で
約90％を説明
できる。
▶２つの成分だ
けでも約79％を
説明できる。
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２０市の主成分得点のプロット

▶相模原市、千葉市、堺市は中枢性は低く、
能力供給性も低下している。

▶中枢性の高い政令市は、大阪市と名古屋市ということで変化は
ない。ただ、大阪市、名古屋市の人口の微妙な増加のせいか、両
市の能力供給性は大幅に向上している。
＝社会経済的自律性の強化

▶福岡市のみが、中枢性も相対的に高く、かつ周辺地域からの物品や人口の
流入を得て成り立つ大都市である。

▶横浜市や川崎市は中枢性も低く、東京に
人口や財を提供する大都市であり、神戸市も
京都市も大阪を支える大都市である。



１）兵庫県の中で神戸市はどのような位置
づけなのだろうか。

２）神戸市内９区はどのような特徴をもって
いるのだろうか。

⇒水平連携のあり方を考える上で不可欠
である。
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(2)兵庫県内の41市町比較分析



▶第１成分と第２成分で
約70%縮約できている。

▶第1成分は「都市度」の次元、第2成分は「持続可能性
の危機」の次元と考えられる。
☞第２成分を符号反転させて「持続可能性」とする。
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解析の結果
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兵庫県内における神戸市の位置づけ
▶都市度で突出している。
▶高齢化と財政力の問題が忍び寄っている。
▶周辺市町村を牽引する都市としての役割が期待されている。が、そのパワーが
あるのかどうかが課題である。

〇第１象限の７市
▶都市度が相対的に高い。
▶持続可能性が高い。

〇第２象限と第３象限に分布する３３市町
▶都市度としては誤差の範囲といえるかも
しれないが、持続可能性で大きな差がある。

▶特に第３象限の厳しい市町とは意外にも
神戸市と持続可能性という点で意外にも
共通の課題をもっている。



(3)市内９区の比較分析
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▶行政変数を最小にして、社会経済的要因だけから
各区の特徴を明らかにする。



９区のデータ(２３変数)から評価軸の析
出
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▶第１成分から第４成分だけでようやく約91％
縮約できている。第５成分までいれると97％の
縮約ができる。
☞第５成分は重要でないので４成分だけで考える。

▶第１成分は「居住中枢性」と解釈でき、同様に
第２成分は「商業中枢性」、第３成分は「農林水
産拠点性」、第４成分は「製造拠点性」と解釈で
きる(第４成分は主成分得点では符号を反転さ
せる)。



４要素から見た９区
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さいたま市：１０区での相互補完型モザイク
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市民福祉に関する行動・意識調査報告書における「地域好感度」(2020年2月)

▶東灘区、灘区、中央区の地域好感度は高いが、長田区、西区、兵庫区の

地域好感度が低い。

▶行政施設だけに着目して、どのような要因が重要かということを回帰分析

で見てみると、保育所が増えると地域好感度が増す一方で、介護老人

福祉施設数が増えると地域好感度が下がることがわかる・・・。 24

「この地域の雰囲気が好きだ、この地域での生活は楽しい」に
対して「そう思う」「ややそう思う」の合計

これでいいのか！？
高齢化の進行に対して市民の意識がついて
きていないのではないか。



（１）大都市制度の重要性 「大都市のディレンマ」
▶大都市の自律性強化
全国経済の牽引力への期待
⇔大都市ひとり勝ちになり農山漁村との格差拡大
▶大都市の自律性引き下げ
農山漁村や周辺地域との格差縮小
⇔大都市の活力の低下＝全国経済の停滞
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４．結語 改革の方向性？

〇大都市の経済的牽引力の維持と、周辺地域のために経済的果実の再分配を、
大都市制度でどのように両立させるのかが課題となる。
⇒「金の卵を産むニワトリ」を殺さずに、いかにして金の卵を産み続けて
もらうのかということを考える必要がある。



（２）改革の方向性の２つのイメージ
〇現行の二層制(1956年)
道府県の下に、相当な自律性を
認められた指定都市(政令市)の
制度的定着

〇道府県中心の一元化
大都市地域特別区設置法(2012年)
政令指定都市と隣接自治体の人口が
計200万人以上の地域での特別区
制度の準用

〇政令市の独立？
1947年地方自治法の「特別市」
(1956年地方自治法での削除)
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（３）指定都市市長会の特別自治市構想

（a）現状の大都市制度の課題
• 政令指定都市制度の曖昧さ

-大都市特例事務への税制上の措置不足、他の政策目的の混入による分散投資化
• 制度固有の困難さと税財政の変化

-行政区による行政、日本型ウェスト・ロズィアン問題(道府県との関係)
-景気に左右される税制(安定しているはずの固定資産税、法人市民税など)

• 輝かしい「負の遺産」
-先進的取り組みの逆説、公の施設の老朽化

• 社会経済環境の変化
-昼夜間人口比率、少子高齢化、生活保護世帯やマイノリティ問題 27

指定都市市長会(2021)『多様な大都市制度実現プロジェクト最終報告書』(2021年11月10日)。
☞http://www.siteitosi.jp/conference/honbun/pdf/r03_11_10_01_siryo/shiryo_8-3.pdf
パワーポイント版 http://www.siteitosi.jp/activity/pdf/r/03/r03_11_17_1_shiryo/r03_11_17_1-2.pdf



（ｂ）特別自治市の構想と検討

第30次地方制度調査会の懸念事項
１）行政区での住民代表機能
２）警察事務と広域犯罪対応
３）財政的自律性強化による
周辺自治体への負担転嫁
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指定都市市長会プロジェクト(16市長)の対応策

１）区長の特別職化、市議会の区行政への監視
機能強化

２）公安委員会、警察本部の共同設置(法改正必要)
国との意見交換

３）道府県税の特別自治市域内の税収分の
地方交付税措置及び周辺自治体との水平的連携

現状の大都市制度の課題を解決するためには「特別自治市」構想しかないのか？
＊現状の課題を解決するために、市域内の国税や道府県税の税源移譲では難しいのか？
＊広域的かつ集権的な対応が求められる大規模感染症対応や大規模災害対応などでの自律性の
要求は、大都市だけの利益追求と周辺には映るのではないか？

そもそも大都市制度は、全国経済の牽引力を期待して一部の大都市だけに特例的に権限と財源を付与する
ものであり、国家で基準を明確にして絞り込む必要がある。
＊手続的均衡論(特別自治市だけ移行規定がないという議論)は現状の課題解決につながるのか？
＊申請主義(政令市による手上げ方式)は政令市膨張の二の舞にならないか？

なぜ、いま特別自治市の創設なのか？



【地方税財政】
特別市が全ての道府県税、市町村

税を賦課徴収することとなるため、

周辺自治体に対する道府県の行政

サービスの提供に負の影響を与え

るのではないか。また、特別市移行

に伴い、広域自治体で生じる財源

不足を地方交付税で措置することは

全国的な影響も大きくなるのではないか。

▶特別市は地方税を一元的に徴収

する。道府県から権限移譲される

事務事業に応じて財源配分が行われ

るようにする。

▶広域業務については、道府県と

特別市が事務を共同処理する場合、

双方が相応の負担金を支出する。

（ｃ）多様な大都市制度実現プロジェクト報告書(２０２５年11月17日)

【行政区での住民代表】

過去の特別市制度に公選の

区長が存在していたように、

何らかの住民代表機能を持つ

区が必要ではないか。

▶区内選出議員の市議会議員で

構成する区の常任委員会等を

設置する。

▶区長は、議会同意が必要な

特別職とする。

▶本件には、市議会にも多様な

見解があると考えられることから、

検討には引き続き十分な議論が

必要である。
29

【警察事務】
特別市の区域とそれ以外の区域に分割

してしまうことで、広域犯罪に有効に

対応できるのか。また、警察本部等を

新たに設置し、人員を確保する必要が

あるなど、コストの増加や分割される

ことで非効率になるのではないか。

▶特別市に公安委員会と警察本部を

設置することにするが、かつて自治体

警察の経験も踏まえて、公安委員会や

警察本部を道府県と特別市で共同設置

して警察事務を共同処理することもあり

える。

▶生活安全部門や交通部門などの市民

生活と密着する分野については、原則

特別市が中心的な役割を担う。



（４）改革の時間軸設定の重要性
○短期的対応
▶地方自治法の各メニュー活用
総合区制度の導入(非対称型の分散改革、一部合区や先行実施)
指定都市都道府県調整会議：広域的利益と狭域的利益の調整
解決の場になるかはわからないが、争点が明示的になる場にはなる。

自治体間連携：国、道府県、他の自治体との受益負担や戦略的な調整
道府県境を越えた連携、地理的境界を越えた課題別での連携の必要性
大阪市：兵庫県南東部、名古屋市：三重県北東部や岐阜県南部
神戸市：大都市圏と県内農山漁村

▶域内税収の還元率の引き上げ
権限および税源の移譲＞地方交付税や国庫補助負担金の増額
大都市こそ、繁栄も衰退も自らの命運で決めることのできる存在にする。
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○中長期的対応：一部の大都市への特例的な地方統治構造の
導入(広域自治体による一元化、大都市の独立)

▶データをもとにして慌てず着実に検討をするべきである。
特別市構想、都構想原案、隣接市の大合併

▶実現を目指すなら市長たちの政治的行動も重要である。
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都市での教育や福祉などの日常の行政サーヴィスの供給体制は
潰すのは簡単だが、再構築は難しい。



ありがとうございました！

大阪大学公式マスコットキャラクター
「ワニ博士」

北村亘・青木栄一・平野淳一
『ストゥディア地方自治論(新版)』

(有斐閣、2024年)も
ご覧ください。
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